
け
て
の
相
談
・
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。
本
人
は
も
ち
ろ
ん
、
ご
家

族
の
方
の
相
談
も
お
受
け
し
ま

す
。お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
利
用
時
間

午
前
11
時
〜
午
後

６
時
（
水
・
日
・
祝
日
は
休
館
、

土
曜
の
み
要
予
約
）

▼
内
容

①
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
や
臨
床
心
理
士
に
よ
る
相

談
、
②
セ
ミ
ナ
ー
や
仕
事
体
験
な

ど
個
別
的
・
継
続
的
な
支
援

▼
費
用

無
料

▼
問
い
合
わ
せ

ぐ
ん
ま
若
者
サ

ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
前
橋
市

千
代
田
町
２
―
５
―
１
前
橋
テ
ル

サ
５
Ｆ
　
1
０
２
７
―
２
３
３
―

２
３
３
０
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
用
）

平
成
21
年
４
月
１
日
採
用
の
税

務
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
受
験
資
格

昭
和
62
年
４
月
２

日
〜
平
成
３
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
人

▼
試
験
日

一
次
試
験
　
９
月
７

日
（
日
）

▼
場
所

人
事
院
各
地
方
事
務
局

が
示
し
た
試
験
地
で
あ
れ
ば
、
希

望
す
る
全
国
ど
こ
の
試
験
地
で
も
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交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
の
被
害

に
あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が
そ
の

事
件
を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
ず
、

ど
う
も
納
得
で
き
な
い
・
・
・
。

と
い
う
方
は
検
察
官
の
し
た
処
分

が
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
を
「
検

察
審
査
会
」
に
審
査
す
る
よ
う
申

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
を

持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
中
か
ら

「
く
じ
」
で
選
ば
れ
た
11
人
の
審

査
員
が
こ
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
審
査
員
に
選
ば
れ

た
と
き
に
は
、
国
民
の
代
表
と
し

て
、
こ
の
仕
事
に
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

前
橋
検
察
審
査

会
事
務
局
（
前
橋
地
方
裁
判
所
内
）

1
０
２
７
―
２
３
１
―
４
２
７

５
（
内
線
４
７
１
）

退
職
金
制
度
を
設
け
た
い
場
合

は
、
国
の
「
中
退
共
制
度
」
に
よ

り
、
安
全
・
確
実
・
有
利
な
制
度

が
簡
単
に
作
れ
ま
す
。
こ
の
制
度

に
新
し
く
加
入
し
た
企
業
に
は
、

掛
金
月
額
の
１
／
２
（
従
業
員
ご

と
上
限
５
、
０
０
０
円
）
を
加
入

後
４
か
月
目
か
ら
１
年
間
、
国
が

助
成
し
ま
す
。

ま
た
、
途
中
で
掛
金
を
増
額
し

た
場
合（
増
額
前
の
掛
金
が
１
８
、

０
０
０
円
以
下
）
に
は
、
増
額
分

の
１
／
３
を
１
年
間
、
国
が
助
成

し
ま
す
。

制
度
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事

業
本
部
退
職
金
相
談
コ
ー
ナ
ー

1
０
３
―
３
４
３
６
―
４
３
５

１
ま
で

学
校
卒
業
後
・
退
学
後
又
は
離

職
後
、
一
定
期
間
無
職
の
状
態
に

あ
り
、
働
く
こ
と
に
自
信
や
意
欲

が
な
く
、
悩
ん
で
い
る
若
者
に
対

し
、
職
業
的
・
社
会
的
自
立
に
向

くらしの
情　報
広く村民の皆さんに呼びか
けたいことがありまし
たら、このページを
ご利用ください。

▼
お
知
ら
せ

検
察
審
査
員
に

選
ば
れ
た
ら
ご
協
力
を

◆
前
橋
検
察
審
査
会
事
務
局

おまわりさんからのお知らせ

６月１日から改正道路交通法が施行されました
主な改正点は次のとおりです。
自動車や自転車を運転するときは、交通ルールや

マナーを守って、安全運転を心がけましょう。
★「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」の表示を
義務づけ
75歳以上の人、ワイドミラーの装着を条件として

免許を取得した聴覚障害者が、普通自動車を運転す
る場合には、それぞれ「高齢運転者標識」、「聴覚障
害者標識」の表示が義務づけられました。
★後部座席のシートベルト装着の義務づけ

自動車を運転する際は、助手席だけでなく、後部
座席に乗車した人にもシートベルトの装着が義務付
けられました。
★幅寄せや割り込みの禁止
高齢運転車標識、初診運転者標識、身体障害者標

識、聴覚障害者標識等の標識を表示した自動車に対
する幅寄せや割り込みが禁止されました。
★自転車のヘルメットの着用努力義務の導入
幼児・児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘル

メットを装着させるように務めなければなりません。

退
職
金
づ
く
り
は

「
中
退
共
」
で

◆
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

「
ぐ
ん
ま
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
ご
利
用
を

◆
ぐ
ん
ま
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

▼
募
　
集

税
務
職
員（
Ⅲ
種
）を
募
集

◆
沼
田
税
務
署



そうだんがいど

家庭内や隣近所のもめごとなど
でお悩みの人は、ご相談ください。
村人権擁護委員が相談に応じます。
◆日時：７月７日（月）、午後１
時30分～４時、◆会場：役場会
議室

高血圧や糖尿病などでお悩みの
人は、ご相談ください。役場保健
師が相談を受けます。◆日時：６
月30日（月）、午後１時～４時、
◆場所：村保健センター1２４－
５１４２

「眠れない」、「イライラして落
ち着かない」など、心に悩みを持
つ人はご相談ください。専門家が
相談に応じます。◆日時：７月４
日（金）、午後１時30分～（事前
に電話予約を）、◆会場：沼田保
健福祉事務所1２３－２１８５

パートナーからの暴力やさまざ
まな悩みを持っている女性の相談
や支援を行います。◆日時：平日
午前９時～午後８時、土日祝日午
後１時～５時、◆相談専用電話1

０２７－２３１－４４８８

村県民税１期、介護保険料２期、

保育料６月分、学校給食費６月分

は、６月30日（月）が納期です。

完納にご協力ください。

今・月・の・納・期

特設人権相談所

健康相談

こころの相談

女性相談センター
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わが村の人口

人　口　7,824人　(－11)
男　　3,873人　(－３)
女　　3,951人　(－８)

世帯数　2,280世帯(－１)
※（ ）内は前月比

６月１日現在（住民基本台帳人口）

村の面積 64.17 平方キロメートル

受
験
す
る
事
が
で
き
ま
す
。

▼
試
験
内
容

高
等
学
校
卒
業
程

度▼
申
込
期
間

６
月
24
日
（
火
）

〜
７
月
１
日
（
火
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

沼

田
税
務
署
総
務
課
　
1
０
２
７
８

―
２
２
―
２
１
３
１

■
開
催
日

８
月
19
日
（
火
）
〜

21
日
（
木
）
ま
で
の
３
日
間

■
対
象
者

戦
没
者
遺
族
の
後
継

者
で
、
小
学
５
年
生
〜
中
学
３
年

生
　
１
人

■
費
用

３
万
３
千
円
程
度

参
加
を
希
望
さ
れ
る
人
は
昭
和

村
遺
族
会
（
事
務
局
、
昭
和
村
社

会
福
祉
協
議
会
　
1
０
２
７
８
―

２
０
―
１
１
２
６
）
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

５
月
届
出
分

う
ぶ
ご
え

追
　
分
　
飯い

い

塚づ
か

彩さ

楽ら

ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
５
月
２
日
生

根
　
岸
　
下し

も

飯い
い

尊た
か

生き

く
ん

さ
ん
の
子
５
月
５
日
生

根
　
岸
　
綿わ

た

貫ぬ
き

花は
る

菜な

ち
ゃ
ん

さ
ん
の
子
５
月
10
日
生

滝
久
保
　
井
上
　
咲さ

く

耶や

く
ん

さ
ん
の
子
５
月
15
日
生

□
お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

■
ご
め
い
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

お
く
や
み

※
掲
載
を
希
望
さ
れ
な
い
方
は
、

届
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

一
　
郎

陽
　
子

英
　
樹

志
津
子

敦
由
香
里

健
　
二

静
　
香

入
原
上
　
青
木
　
タ
イ
さ
ん

84
歳
　
４
月
25
日
没

中
　
宿
　
加
藤
　
　
清
さ
ん

90
歳
　
４
月
30
日
没

追
　
分
　
石
井
　
米
子
さ
ん

52
歳
　
５
月
８
日
没

下
　
宿
　
綿
貫
　
重
郎
さ
ん

93
歳
　
５
月
13
日
没

池
　
原
　
藤
井
　
カ
ク
さ
ん

100
歳
　
５
月
19
日
没

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
　
保
険
料
が

未
納
と
な
っ
て
い
る
方
に
対
し
、

群
馬
社
会
保
険
事
務
局
が
委
託
し

た
会
社
が
、
電
話
に
よ
り
納
付
の

ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
際
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
こ
と
を

お
尋
ね
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
社
会
保
険
事
務
所
の
職

員
及
び
国
で
任
用
し
た
国
民
年
金

推
進
員
が
、
国
民
年
金
制
度
の
ご

案
内
や
保
険
料
の
収
納
の
た
め
各

家
庭
を
訪
問
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
電
話
に
よ
る
ご
案
内
や

訪
問
は
、
平
日
だ
け
で
な
く
、

土
・
日
や
夜
間
に
も
し
て
い
ま
す
。

大
事
な
年
金
の
受
給
権
を
失
わ
な

い
た
め
に
、
保
険
料
は
き
ち
ん
と

納
め
ま
し
ょ
う
。

詳
し
く
は
、
渋
川
社
会
保
険
事

務
所
　
1
０
２
７
９
―
２
２
―
１

６
０
７
ま
で
。

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

（
自
営
業
者
や
学
生
な
ど
）
は
、

月
額
１
４
　
４
１
０
円
の
保
険
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
す
る

と
、
将
来
受
け
る
年
金
額
が
、
減

額
さ
れ
た
り
、
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
り
す
る
ば
か
り
か
、
障
害
年
金

や
、
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
め
忘
れ
て
い
る
方
は
早
め
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
方
に
は

電
話
や
訪
問
等
に
よ
る

納
付
の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

沖
縄
「
群
馬
の
塔
」
慰
霊
青
少
年

派
遣
事
業
の
参
加
者
を
募
集

◆
昭
和
村
社
会
福
祉
協
議
会

，


